
訓

令

�
第
83条

の
２
の
２
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
品
目
の
指
定

及
び
店
舗
販
売
業
の
許
可

�
第
72条

の
２
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
命
令

告

示

○ ○

福
島
県
訓
令
第
十
九
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
５
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
部
薬
務
課
の
項
11
の
�
中｢�

｣

の
次
に｢

及
び�

｣

を
加

え
、
同
項
11
の
�
中｢第
26条
第
３
項
た
だ
し
書
｣

を｢第
28条
第
３
項
た
だ
し
書
｣

に
改
め
、
同
項

11
の
�
中｢第

27条
で
準
用
す
る
第
７
条
第
３
項
た
だ
し
書
｣

を｢第
35条
第
３
項
た
だ
し
書
｣

に
改

め
、
同
項
中
11
の
�
を
削
り
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の
�

と
し
、
11
の
	
を
11
の
�
と
し
、
11
の


を
11
の
	
と
し
、
11
の
�
を
11
の


と
し
、
11
の
�
を
11
の

�
と
し
、
11
の

を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の

と
し
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11

の
�
と
し
、
同
項
11
の
�
中｢第

72条
の
２
｣

を｢第
72条
の
２
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
項
中
11
の
�

を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
同
項
13
の
�
中｢第

18条
｣

を

｢第
13条
｣

に
改
め
、
同
項
13
の
�
中｢第

19条
第
１
項
｣

を｢第
14条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
表
備

考
１
中｢�

及
び
�
｣

を｢

及
び
�
｣

に
、｢一

般
販
売
業
､
薬
種
商
販
売
業
､
特
例
販
売
業
｣

を

｢店
舗
販
売
業
､
卸
売
販
売
業
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
７
の
表
生
産
流
通
総
室
の
部
畜
産
課
の
項
中
10
の
�
及
び
10
の
�
を
削
り
、
10
の
�
を

10
の
�
と
し
、
10
の
�
を
10
の
�
と
し
、
10
の
�
を
10
の
�
と
し
、
10
の
�
を
10
の
�
と
し
、
10
の
�

を
10
の
�
と
し
、
10
の
�
を
10
の
�
と
し
、
10
の
�
を
10
の
�
と
し
、
10
の
�
を
10
の
�
と
し
、
10
の

�
を
10
の
�
と
し
、
10
の
�
を
10
の
�
と
し
、
10
の
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
の
７
の
表
生
産
流
通
総
室
の
部
畜
産
課
の
項
10
の
�
を
同
項
10
の
�
と
し
、
同
項
10
の
�

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
の
７
の
表
生
産
流
通
総
室
の
部
畜
産
課
の
項
中
11
の
�
を
削
り
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、

11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、

11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の
�
と
し
、
11
の
�
を
11
の
�
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
月
形
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

五
三
五

告

示

○
土
地
改
良
区
の
解
散
を
認
可
し
た
件

五
三
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た

件

五
三
六

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

通
知
が
あ
っ
た
件

五
三
六

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す

る
件

五
三
六

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解

除
す
る
件

五
三
六

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

五
三
七

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
三
八

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
を
閉
鎖
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件

五
三
八

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

五
三
八

正

誤

○
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
付
け
号
外
第

二
十
九
号
中

五
三
九



中
野
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
区
の
解
散
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

津
島
地
区
に
係
る
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。

こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
か
ら(

二
十
日
間)

同

年
九
月
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

双
葉
郡
浪
江
町
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
旭
無
量
字
高
山
二
八
四
一
、
字
滝
ノ
上
二
九
三
八
か
ら
二
九
五
一
ま
で
、
二

九
五
三
か
ら
二
九
五
九
ま
で
、
二
九
六
一
か
ら
二
九
六
七
ま
で
、
二
九
六
八
の
一
、
二
九
六
八
の
ロ
、

二
九
六
九
か
ら
二
九
八
二
ま
で
、
二
九
八
四
か
ら
二
九
九
〇
ま
で
、
二
九
九
三
か
ら
二
九
九
六
ま
で
、

二
九
九
八
、
三
〇
〇
〇
か
ら
三
〇
二
七
ま
で
、
字
東
岐
二
九
九
二
の
一
、
二
九
九
二
の
二
、
三
〇
二

八
、
字
羽
前
場
三
〇
二
九
の
一
、
三
〇
二
九
の
二
、
三
〇
三
〇
、
字
出
ケ
侍
三
〇
三
一
、
字
唐
松
三

〇
三
二
、
三
〇
三
九
か
ら
三
〇
四
二
ま
で
、
字
滝
ノ
下
三
七
九
五
の
一
、
三
七
九
五
の
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

一�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
会
津
美
里
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
会
津
美
里
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
次

の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

女
石
３
号

白
河
市
女
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お

り

郭
内

同

市
郭
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

御
供
田

同

市
表
郷
八
幡
字
御
供
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
形
見

同

市
東
形
見
字
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
村
１
号

南
会
津
郡
南
会
津
町
丹
藤
字
上
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
村
２
号

同

郡
同

町
丹
藤
字
上
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
下

同

郡
只
見
町
大
字
二
軒
在
家
字

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
下

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂
災

害
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

砂

防

課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号
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土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
次
の
と

お
り
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

区
域
の
範
囲
及

土
砂
災
害
の
発
生

び
自
然
現
象
に

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

よ
り
建
築
物
に

現
象
の
種
類

作
用
す
る
と
想

定
さ
れ
る
衝
撃

女
石
３
号

白
河
市
女
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お

り

郭
内

同

市
郭
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

御
供
田

同

市
表
郷
八
幡
字
御
供
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
形
見

同

市
東
形
見
字
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
村
１
号

南
会
津
郡
南
会
津
町
丹
藤
字
上
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
村
２
号

同

郡
同

町
丹
藤
字
上
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
下

同

郡
只
見
町
大
字
二
軒
在
家
字

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
下

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂
災

害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)(

砂

防

課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

女
石
３
号

白
河
市
女
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お

り

郭
内

同

市
郭
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

御
供
田

同

市
表
郷
八
幡
字
御
供
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
形
見

同

市
東
形
見
字
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
村
１
号

南
会
津
郡
南
会
津
町
丹
藤
字
上
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
村
２
号

同

郡
同

町
丹
藤
字
上
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
下

同

郡
只
見
町
大
字
二
軒
在
家
字

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
下

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

区
域
の
範
囲
及

土
砂
災
害
の
発
生

び
自
然
現
象
に

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

よ
り
建
築
物
に

現
象
の
種
類

作
用
す
る
と
想

定
さ
れ
る
衝
撃

女
石
３
号

白
河
市
女
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お

り

郭
内

同

市
郭
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

御
供
田

同

市
表
郷
八
幡
字
御
供
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
形
見

同

市
東
形
見
字
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
村
１
号

南
会
津
郡
南
会
津
町
丹
藤
字
上
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
村
２
号

同

郡
同

町
丹
藤
字
上
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

公

告

岩
下

同

郡
只
見
町
大
字
二
軒
在
家
字

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
下

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂
災

害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

(

砂

防

課)

公
告
第
四
百
六
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
十
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ォ
ル
テ

三

代
表
者
の
氏
名

山
�

信
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
喜
多
方
市
関
柴
町
上
高
額
字
広
面
八
百
二
十
三
番
地
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
に
対
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
健
康
で
安
心
し
て

暮
ら
し
て
い
け
る
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程(

昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号)

第
八
条

第
四
項(

第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
を
閉
鎖
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

閉

鎖

年

月

日

医
療
法
人
渡
部
病
院

西
白
河
郡
矢
吹
町
文
京
町
二
二

平
成
二
一
年
六
月
三
〇
日

六

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程(

昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号)

第
八
条

第
四
項(

第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
を
閉
鎖
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

閉

鎖

年

月

日

社
団
医
療
法
人
至
誠
会
幸
島
病

い
わ
き
市
錦
町
中
迎
一
丁
目
五

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日

院

番
地
の
四

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程(

昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号)

第
八
条

第
四
項(

第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

社
団
医
療
法
人
至
誠
会
幸
島
病

社
団
医
療
法
人
至
誠
会
こ
う
じ

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日

院
附
属
慈
愛
病
院

ま
慈
愛
病
院

い
わ
き
市
錦
町
大
島
鈴
鹿
一
〇

い
わ
き
市
錦
町
鈴
鹿
一
〇
三
番

三
番
地
一
号

地
の
一
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五
五
二

ペ
ー
ジ

下 段

一
四

行
当
該
組
合

正

当
該
組
合
等

誤

正

誤

○
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
付
け
号
外
第
二
十
九
号
中
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